
 

 

令和６年度石川県保険者協議会作業部会 

 

 

 

 

日時 令和６年５月２０日（月）１４時～ 

場所 石川県地場産業振興センター 

 本館３階「第３研修室」 

 

 

 

 

次  第 
 

 

１ 開  会 

 

２ 石川県保険者協議会について 

 

３ 報告事項 

      令和６年度事業計画並びに歳入歳出予算について（資料１） 

 

４ 協議事項 

（１）作業部会への付託事項について（資料２） 

① 特定健診受診等啓発ポスター作成について（資料２－１） 

② 重症化予防による生活習慣病対策推進事業について（資料２－２） 

③ 石川県内における健診データ等の分析について（資料２－３） 

 

   （２）その他 
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北 國 Ｆ Ｈ Ｄ
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 嶋 正 巳

北 陸 鉄 道
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 伊 藤 尋 也 （新任）

津 田 駒 工 業
健 康 保 険 組 合

常 務 理 事 服 部 恒 一 （新任）

全 国 健 康 保 険 協 会
石 川 支 部

企画総務グループ長補佐 島 田 なおみ （新任）
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内 灘 町
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能 登 町 健 康 福 祉 課 主 幹 大 門 孝 徳 欠席

石 川 県 医 師
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総 務 係 長 川 岸 圭 子
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健 康 福 祉 部

健 康 推 進 課 技 師 藤 田 優 季 （新任）

石 川 県 国民 健康 保険
団 体 連 合 会

健 康 づ く り 支 援 課 長 荒 木 早 苗 （新任）

《 事務局 》
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石 川 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会
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団 体 連 合 会
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石川県保険者協議会作業部会委員名簿
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任期　令和５年４月１日～令和７年３月３１日

氏　　　　名

備 考

随行
健康保険組合連合会

石川連合会
事務局長 髙島 淳



石川県保険者協議会設置運営規程 

（目的） 

第１条 石川県保険者協議会（以下「協議会」という。）は、石川県内の保険者

（高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７条第２

項に規定する保険者及び都道府県後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。）

の加入者に係る健康づくりの推進に当たり、保険者間の問題意識の共有や、

それに基づく取組の推進等を図るとともに、石川県医療費適正化計画の策定

または変更、同計画の実施についての石川県への協力、石川県医療計画の策

定または変更に当たっての意見提出等を行うことを目的とする。 

 （事業） 

第２条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う

ものとする。 

（１） 特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営等に関する保険者その他

の関係者間の連絡調整

（２） 保険者に対する必要な助言または援助

（３） 医療に要する費用等に関する情報についての調査及び分析

（４） 医療費適正化計画の策定及び変更に関し、保険者協議会において行った

調査及び分析の結果等に基づく意見提出

（５） 医療費適正化計画の実施についての石川県への協力

（６） 医療計画の策定変更に関し、保険者協議会において行った調査及び分析

の結果等に基づく意見提出

 （構成） 

第３条 協議会は、石川県内の次の区分からの推薦による委員をもって構成す

る。 

（１） 石川県を代表する者 ２名 

（２） 健康保険組合連合会支部等を代表する者 ３名 

（３） 全国健康保険協会石川支部を代表する者 ３名 

（４） 国民健康保険の保険者たる市町及び石川

県医師国民健康保険組合を代表する者 ５名 

（５） 国民健康保険団体連合会を代表する者 １名 

（６） 共済組合支部を代表する者 １名 

（７） 後期高齢者医療広域連合を代表する者 １名 

２ 協議会は、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及び栄養士会を代表

する者、学識経験者並びに企業及び大学等の関係者等の参画及び助言を求め

ることができる。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、第３条に掲げている区分の組織が推薦書を提

出し、推薦された委員が従前の職務を行い、任期は前任者の残任期間とする。
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（運営） 

第５条 協議会には、会長１名、副会長２名及び監事１名を置くこととし、委

員の中から互選する。 

２ 会長は協議会を代表し、会務を総括する。 

３ 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。 

４ 監事は会計監査及び業務執行状況を監査し、定期的に監査報告を行う。 

５ 会長、副会長、監事が任期途中で退職又は辞任した場合は、互選に関わら

ず後任者が従前の職務を行うものとする。また、任期が満了した場合は、後

任者が就任するまでは、任期が満了したと同時に退職した者以外については、

前任者が従前の職務を行うものとする。退職者の職務については、会長又は

副会長がその職務を行うものとする。 

 

（会議） 

第６条 協議会は、必要に応じて会長が召集し、会長が座長となる。 

 

（作業部会の設置） 

第７条 協議会には、第２条の具体的実施の検討を行うため、作業部会を設置

する。 

２ 作業部会は、協議会から付託された事項について調査審議し、その結果を

協議会に報告する。 

３ 前項の定めるもののほか、作業部会に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 
（議事） 

第８条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決するこ

とができない。 

２ 協議会の議事は、委員のうち会議に出席したものの過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。 

 

（費用の負担） 

第９条 第２条に掲げる事業実施に要する費用については、協議会を構成する

関係者が応分に負担する。 

 

（事務局） 

第１０条 協議会の事務は、石川県及び石川県国民健康保険団体連合会が処理

する。 

２ 事務局に関し必要事項は、会長が別に定める。 

 

（その他） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

 
附 則 

この規程は、平成１７年６月１３日から施行する。   

附 則 
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この規程は、平成１９年６月１１日から施行し、平成１９年４月１日から適用

する。   

附 則 

この規程は、平成２０年７月７日から施行する。   

附 則 

この規程は、平成２０年１０月３０日から施行する。   

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。   

附 則 

１ この規程は、平成２７年６月１８日から施行し、平成２７年４月１日から

適用する。  

２ 第９条に定める経費については、国から助成を受けられる間については、

当該助成額を控除して得た額とする。 

附 則 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。  

２ 第９条に定める経費については、国から受ける助成額を控除して得た額と

する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成３１年１月２９日から施行する。ただし、第３条第１項

の改正規定及び次項の規定は、同年４月１日から適用する。 

２ 石川県保険者協議会設置運営規程の一部を改正する規程（平成２８年２月

２９日決定）の附則の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「助成を受けられる間については、当該」を「受ける」に改

める。 
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石川県保険者協議会作業部会運営要領 

 

（目的） 

第１条 石川県保険者協議会規程第７条の規定に基づき、石川県保険者協議会作業

部会（以下「作業部会」という）を設置し、石川県保険者協議会（以下｢協議会｣

という。）から付託された事項について調査・審議することにより、協議会の円

滑な運営に寄与することを目的とする。 

 

（任務） 

第２条 作業部会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を

行う。 

（１）石川県内における医療費の調査、分析、評価に関すること。 

（２）各保険者の保健事業の共同実施に関すること。 

（３）各保険者の独自保健事業についての調査及び情報交換に関すること。 

（４）その他目的達成に必要な事項に関すること。 

 

（構成） 

第３条 作業部会は、石川県内の次の区分からの推薦による委員若干名をもって構

成する。 

（１） 健康保険組合関係者 

（２） 全国健康保険協会関係者 

（３） 国民健康保険関係者 

（４） 共済組合関係者 

（５） 後期高齢者医療広域連合関係者 

（６） 石川県関係者 

２ 作業部会は、必要に応じて関係者の参画及び助言を求めることができる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合は、第３条に掲げている区分の組織が推薦書を提出し、

推薦された委員が従前の職務を行い、任期は前任者の残任期間とする。 

 

（運営） 

第５条 作業部会には、部会長１名、副部会長１名を置くこととし、部会委員の中

から互選する。 

２ 会議は、必要に応じて協議会会長が召集し、部会長がその座長となる。 

３ 部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。 
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４ 部会長、副部会長が任期途中で退職又は辞任した場合は、互選に関わらず後任

者が従前の職務を行うものとする。また、任期が満了した場合は、後任者が就任

するまでは、任期が満了したと同時に退職した者以外については、前任者が従前

の職務を行うものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 作業部会の運営等に要する経費については、作業部会を構成する関係者が

応分に負担する。 

 

（事務の処理） 

第７条 作業部会の事務は、石川県及び石川県国民健康保険団体連合会が処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、作業部会の運営に必要な事項は、協議会会

長が別に定める。 

 

 

附  則 

この要領は、平成１７年６月１３日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成１９年６月１１日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。   

附  則 

この要領は、平成２０年７月７日から施行する。   

附  則 

この要領は、平成２０年１０月３０日から施行する。   

附  則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。   

附  則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附  則 

この要領は、平成３１年１月２９日から施行する。 
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資料１

事 業 名 開 催 月 場 所

１　保険者協議会の開催

　第１回 保険者協議会 令 和 ６ 年 ６ 月 金 沢 市

（１）令和５年度石川県保険者協議会事業報告及び歳入歳出決算について

（２）令和６年度石川県保険者協議会事業計画及び歳入歳出予算について

（３）その他

　第２回 保険者協議会 令和６年１０月 金 沢 市

（１）令和７年度石川県保険者協議会事業計画（案）及び予算（概算）について

（２）その他

　第３回 保険者協議会 令 和 ７ 年 １ 月 金 沢 市

（１）令和６年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（精算案）について

（２）令和７年度石川県保険者協議会歳入歳出予算（案）について

（３）令和７年度石川県保険者協議会事業費の応分の負担（案）について

（４）令和７年度作業部会への付託事項（案）について

（５）その他

２　作業部会の開催 令 和 ６ 年 ５ 月 金 沢 市

（１）協議会からの付託事項について

（２）その他

３　データヘルス等推進事業

（１）データヘルス計画学習会 （２回） 令和６年７月、１１月 金 沢 市

（２）生活習慣病重症化予防推進事業（医療保険者への個別指導の実施） 令 和 ６ 年 １ １ 月 県 内

４　特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発

ポスター作成及び掲示 令 和 ６ 年 ６ 月 金 沢 市

５　特定健診等の円滑な実施

被用者保険集合契約の締結 令 和 ６ 年 ４ 月 金 沢 市

６　特定健診・特定保健指導従事者研修会の開催 未　　定 金 沢 市

７　石川県保険者協議会ホームページの更新 随 時 更 新

令和６年度石川県保険者協議会事業計画
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度
の

国
庫
補

助
金
返

還
金
）
を
除

く
事

業

費
を
一
旦
ご
負
担
い
た
だ
き
、
事
業
が
終
了
、
且
つ
、
国
庫
補
助
金
の
受
入
・
前
年
度
分

の
返

還
が

完
了

次
第

、
精

算
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

2



金
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

1
国

庫
支

出
金

9
4
0

9
4
4

△
4

1
国

庫
補

助
金

9
4
0

9
4
4

△
4

1
9
4
0

9
4
4

△
4

1
9
4
0

保
険

者
協

議
会

運
営

補
助

金
9
4
0

2
負

担
金

9
7
6

9
7
1

5

1
負

担
金

9
7
6

9
7
1

5

1
負

担
金

9
7
6

9
7
1

5

1
負

担
金

9
7
6

各
構

成
保

険
者

負
担

金
9
7
6

3
繰

越
金

1
9
7

2
6
6

△
6
9

1
繰

越
金

1
9
7

2
6
6

△
6
9

1
繰

越
金

1
9
7

2
6
6

△
6
9

1
繰

越
金

1
9
7

国
庫

補
助

金
返

還
金

1
9
6

前
年

度
繰

越
金

1

4
諸

収
入

2
2

0

1
諸

収
入

2
2

0

1
預

金
利

子
1

1
0

1
預

金
利

子
1

預
金

利
子

1

2
雑

入
1

1
0

1
雑

入
1

雑
入

1

2
,1

1
5

2
,1

8
3

△
6
8

区
分

高
齢

者
医

療
制

度
円

滑
運

営
事

業
費

補
助

金
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

歳
入

合
計

令
和

６
年

度
石

川
県

保
険

者
協

議
会

　
歳

入
歳

出
予

算
事

項
別

明
細

書

［
歳

　
入

]

款
項

目
令

和
6
年

度
当

初
予

算
令

和
5
年

度
当

初
予

算
比

較
節

説
明
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金
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

1
総

務
費

3
6
1

3
6
1

0

1
総

務
管

理
費

3
6
1

3
6
1

0

1
一

般
管

理
費

3
6
1

3
6
1

0

2
人

件
費

2
5
6

保
険

者
協

議
会

・
作

業
部

会
2
5
6

9
旅

費
1
2

委
員

等
旅

費
1
2

1
1

需
用

費
2
1

消
耗

品
費

、
事

務
連

絡
費

2
1

1
2

役
務

費
6

電
話

料
、

郵
便

料
、

手
数

料
6

1
4

使
用

料
及

び
賃

借
料

6
6

会
場

等
借

料
6
0

コ
ピ

ー
使

用
料

6

2
事

業
費

1
,5

5
6

1
,5

5
5

1

1
事

業
費

1
,5

5
6

1
,5

5
5

1

1
調

査
研

究
費

1
,5

5
6

1
,5

5
5

1

2
人

件
費

5
3
2

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

等
推

進
支

援
事

業
3
2
1

特
定

健
診

等
に

係
る

受
診

率
向

上
の

た
め

の
普

及
啓

発
4
1

特
定

健
診

等
の

円
滑

な
実

施
（
被

用
者

保
険

集
合

契
約

の
締

結
）

4
2

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
1
2
8

8
報

償
費

3
6
4

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

等
推

進
支

援
事

業
2
7
2

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
9
2

9
旅

費
1
8
8

デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

等
推

進
支

援
事

業
1
3
7

特
定

健
診

・
特

定
保

健
指

導
従

事
者

研
修

会
5
1

1
1

需
用

費
4
7

消
耗

品
費

、
事

務
連

絡
費

、
印

刷
製

本
費

4
7

1
2

役
務

費
5
1

郵
便

料
、

通
信

運
搬

費
5
1

1
3

委
託

料
1
6
9

ポ
ス

タ
ー

作
成

委
託

費
9
7

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

委
託

費
7
2

1
4

使
用

料
及

び
賃

借
料

2
0
5

会
場

等
借

料
1
2
0

コ
ピ

ー
使

用
料

7
0

自
動

車
借

上
げ

1
5

3
諸

支
出

金
1
9
6

2
6
5

△
6
9

1
諸

支
出

金
1
9
6

2
6
5

△
6
9

1
返

還
金

1
9
6

2
6
5

△
6
9

1
返

還
金

1
9
6

国
庫

補
助

金
返

還
金

1
9
6

4
予

備
費

2
2

0

1
予

備
費

2
2

0

1
予

備
費

2
2

0
1

予
備

費
2

予
備

費
2

2
,1

1
5

2
,1

8
3

△
6
8

比
較

節
説

明
区

分

歳
出

合
計

［
歳

　
出

] 款
項

目
令

和
6
年

度
当

初
予

算
令

和
5
年

度
当

初
予

算
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資料２ 

（２）令和６年度作業部会への付託事項について 

 

① 特定健診受診等啓発ポスター作成について（資料２－１）  

特定健診受診啓発という目的は継続し、新たなテーマの検討【継続】 

※特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発事業として 

国庫補助を申請しているため。 

 

≪参考≫ 

平成２７年度から令和３年度まで北陸新幹線と男性をモチーフに作成 

令和４年度からこれまでの図柄を全面的に変更。 

ポスターの背景に全保険者のキャラクターまたは市町の章、社章を並べる 

 

② 重症化予防による生活習慣病対策推進事業について（資料２－２） 

【継続】 

保険者の選定方法、事業の実施内容 
 

≪参考≫保険者の選定方法 

これまで申し込みのあった各医療圏から１保険者ずつ選定することとし、

実施していない保険者を優先した。 

平成２７・２８年度：北陸鉄道健康保険組合 

平成２９年度：小松市、内灘町、志賀町 

平成３０年度：羽咋市、能美市、宝達志水町 

令和 元 年度：小松市、野々市市、津幡町、宝達志水町 

令和 ２ 年度：珠洲市、白山市、能美市、内灘町 

令和 ３ 年度：北陸鉄道健康保険組合、能美市 

令和 ４ 年度：能美市、津幡町、志賀町 

令和 ５ 年度：小松市、能美市、中能登町 

※令和元年度及び令和２年度については講師の了解のもと 

申込があった４保険者について事業を実施した。 

 

③ 石川県内における健診データ等の分析について（資料２－３）【継続】 

○把握、提供可能なデータ、データ収集時期の検討 

    ○データの精度を上げる（医療費情報の疾病分類について） 



石川県保険者協議会委員からのご意見について 
 

①特定健診受診等啓発ポスター作成について 

【令和５年度第３回保険者協議会（書面）】 

ご意見 事務局からの回答 

〇ポスター下部に、次の文面を追加した

い。 

『医療機関等において、「健診項目に相当

する検査等（定期・不定期でも可）」を受

けている場合は、その検査データを「みな

し健診」として活用できる場合があり、保

険者インセンティブの成果指標である健診

受診率にも繋がるため、ご加入の医療保険

者や、健診実施市町等にお問合せくださ

い。』 

（石川県後期高齢者医療広域連合） 

〇いただいたご意見を踏まえ具体的な内容

については、作業部会において協議させて

いただきたい。 

 

③石川県内における健診データ等の分析について 

【令和４年度第２回保険者協議会】 

ご意見 事務局からの回答 

〇保険者によってデータの「ものさし」が

若干違うため、統一をお願いしたい。 

 

○県内保険者がデータを持ち寄り、石川県

の医療費の特性や健康状態、地域差など見

える化し、それに対して保険者として同提

言していくかということが重要。 

 データを集める段階から、データを分析

し、医療機関に何を提言していくかを考え

る時期に来ている。 

 

○疾病分類について、小分類だと石川県は

がんが多いと言っても一部のがんしか出な

い。中分類、大分類で新生物として出して

いただくと、どの世代にどのがんが多いか

分かると思うため検討をお願いしたい。 

 

（全国健康保険協会石川支部） 

〇データの「ものさし」が違うということ

について、健診データは標準化されてきて

いるが、課題はレセプトであり、疾病分類

が揃わない。 

各保険者のレセプトデータがまずどうな

っているか、そこから研究させていただか

ないと難しい。 

精度の高いデータを集めてどう分析して

いくか、また作業部会のご意見をいただき

ながら検討していきたい。 

 

 



令和６年度特定健診等に係る受診率向上のための普及啓発 

特定健診受診啓発ポスター作成及び掲示について 

１ 目 的 

特定健診をより多くの方々に関心を持っていただき、特に生活習慣病医療によって現在

も医療機関へ受診されている方々に対し健診の必要性を理解していただくためポスター

を作成し、健診の受診率等の更なる向上を図る。 

２ 仕様等 

（１）サイズ：Ａ２ 

（２）配布時期：６月 

（３）作成枚数：１，３５０枚 

（４）予算  ：９６，８００円（税込） 

（５）配布先 ：「令和６年度ポスター配布予定一覧（案）」参照 

３ コンセプト 

①健診の受診率等の更なる向上を図るとともに、健康づくりに関心をもってもらう 

②糖尿病、高血圧等で治療の方も健診の対象であることを理解してもらう 

４ 図 柄 

ポスターの背景に全保険者のキャラクターまたは市町の章、社章を並べる 

令和６年度ポスター配付先一覧（案） 

部 数 備　考

健康保険組合連合会石川連合会等 16
健保連石川連合会　5部（予備含）
健康保険組合　11組合×1部

全国健康保険協会石川支部 20 要求部数に応じ配布

共済組合保険 12 4組合×3部

石川県内市町国保 57 19市町国保×3部 

石川県医師国保組合 3

石川県後期高齢者医療広域連合 3

石川県健康福祉部健康推進課 3

石川県医師会 280
郡市医師会（金沢市医師会除く）
252機関＋予備28

金沢市医師会 210 金沢市内医療機関　190機関＋予備20

石川県薬剤師会 500

加賀支部　　 31機関
小松・能美支部 68機関
白山・ののいち支部　70機関
金沢支部　　 205機関
河北支部　　 28機関
羽咋支部　　 14機関
七尾・鹿島支部 27機関
能登北部支部 21機関
※上記8支部に予備各2部

本部予備20

石川県商工会連合会 21

石川県スーパーマーケット連絡協議会 103 13社（加盟店舗）

石川県公衆浴場業生活衛生同業組合 40 38社（加盟店舗）

その他（国保連合会内掲示） 4

1,272

78

1,350総数

配布先

配付枚数計

予備

資料２－１ 
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金沢市 七尾市

川北町

小松市
カブッキー

白山市
ゆきママとしずくちゃん

かほく市
にゃんたろう

津幡町
よしなかくん

内灘町
ウッチーとナディ 志賀町

西能登あかり

中能登町
おりひめ

穴水町 能登町
のっとりん

宝達志水町
ほっぴーさん

能美市
ひぽ能ん、ぽぽ能ん、ゆず美ん 野々市市

のっティ

羽咋市

輪島市
カモっぴ

珠洲市
みつけたろう

加賀市
健診カモンくん

石川県
医師国民健康
保険組合

公立学校
共済組合
石川支部

警察
共済組合
石川県支部

石川県
市町村職員
共済組合

地方職員
共済組合
石川県支部

石川県
後期高齢者医療
広域連合

全国健康保険協会 石川支部

糖
尿
病・高
血
圧
等
で
治
療
中
の
方
も

特
定
健
診・後
期
高
齢
者
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

石川県保険者協議会
保険者協議会は、健保組合、協会けんぽ、共済組合、市町村国保、国保組合、後期高齢者医療広域連合が連携・協力し、

生活習慣病予防のための保健事業を効果的に実施することを目的に設置されました。

けんしんくん
石川県

※

別
紙
参
照
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特定健診受診等啓発ポスター標語案 
 

 

１ 健診で自分自身を守りましょう！ 
 
２ ご家族が安心できるように 
 
３ 元気でも健診であんしん未来 
 
４ 健診で健康寿命アップ！ 
 
５ 早期発見・治療で命守る 
 
６ 受けよう健診、健診結果は宝の山！ 
 
７ 健診受けて、健康の振り返りを！ 
 
８ からだの声を聞こう 
 
９ 健診を受けて 安心をもらう 
 
１０ ちょっとソコまで 身近な健診 
 
１１ 健康への投資、進めてますか？ 
         （してますか？） 
 
１２ 健診で健康な日々を 
 
１３ 年にたった１度のからだチェック！！ 
 
１４ あきらめずに毎年受けよう！ 
 

 

別紙 
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コ
ロ
ナ
で
増
え
た
体
重

戻
っ
た
？

金沢市 七尾市

川北町

小松市
カブッキー

白山市
ゆきママとしずくちゃん

かほく市
にゃんたろう

津幡町
よしなかくん

内灘町
ウッチーとナディ 志賀町

西能登あかり

中能登町
おりひめ

穴水町 能登町
のっとりん

宝達志水町
ほっぴーさん

能美市
ひぽ能ん、ぽぽ能ん、ゆず美ん 野々市市

のっティ

羽咋市

輪島市
カモっぴ

珠洲市
みつけたろう

加賀市
健診カモンくん

石川県
医師国民健康
保険組合

公立学校
共済組合
石川支部

警察
共済組合
石川県支部

石川県
市町村職員
共済組合

地方職員
共済組合
石川県支部

石川県
後期高齢者医療
広域連合

全国健康保険協会 石川支部

糖
尿
病・高
血
圧
等
で
治
療
中
の
方
も

特
定
健
診・後
期
高
齢
者
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

石川県保険者協議会
保険者協議会は、健保組合、協会けんぽ、共済組合、市町村国保、国保組合、後期高齢者医療広域連合が連携・協力し、

生活習慣病予防のための保健事業を効果的に実施することを目的に設置されました。

けんしんくん
石川県

〈参考〉令和５年度ポスター
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資料２－２ 

重症化予防による生活習慣病対策推進事業実施要領 

 

１ 目  的 

   標準的な健診・保健指導プログラムでは、対象者が健診結果に基づき、

自らの健康状態を認識した上で、代謝等の身体のメカニズムと生活習慣（食

習慣や運動習慣等）との関係を理解し、生活習慣の改善を自らが選択し、

行動変容に結びつけられるようにすることが求められております。 

また、自覚症状のない生活習慣病は自己管理が重要で、自己管理のために

は、住民自身が自分の身体を客観的なデータで知っていることが大事だと認

識し、健診が住民自身のものになることが大切です。 

これらのことが実現できれば、生活習慣病の発症予防、重症化予防にもつ

ながることとなります。 

このことを踏まえ、効果的な個別指導が推進できる人材を育成し、将来的

な医療費の伸びの適正化に資することを目的とします。 

２ 実施主体 

   実施を希望する保険者、石川県保険者協議会 

３ 事業内容 

実施を希望する保険者（３保険者程度）において以下を実施 

実施希望保険者の保健師、管理栄養士等が実施する保健指導の現場に

指導者が同行し効果的な保健指導について学ぶ。 

（１）保健指導前の健診結果読み取り学習会 

（２）対象者への保健指導（担当者と講師と随行１名可） 

（３）保健指導後学習会 保健指導後の感想と事例学習 

※（１）及び（３）については、他保険者も場合により参加可 

４ 経  費 

   この事業に係る経費の国庫補助金を除く経費は、各医療保険者が応分の

負担をする。 

５ 実施時期  令和６年１１月７日、２８日、２９日 

 

【参考】これまでの実績 

 

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

北陸鉄道

南加賀 小松市 能美市 小松市 能美市 能美市 能美市 小松市

能美市

石川中央 内灘町 野々市市 白山市 津幡町

津幡町 内灘町

能登中部 志賀町 宝達志水町 宝達志水町 珠洲市 志賀町 中能登町

能登北部 羽咋市

11/13～15 9/19～21 7/9～11 10/20～22 11/17､18
11/10、29､

30
10/10､11､

11/8

実
施
保
険
者

二
次
医
療
圏

実施時期

被用者保険者
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（
事
例
検
討
会
出
席
者
）
 

今
回

の
学

習
会

を
機

に
自

分
の

保
健

指
導

の
傾

向
を

見
直

す
貴

重
な

機
会

と
な

っ
た

。
健

診
デ

ー
タ

が
バ

ラ
バ

ラ
に

な
り

が
ち

で
、

パ
タ

ー
ン

化
し

た
読

み
取

り

に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
振
り
返
り
、「

読
み
取
っ
た
知
識
を
伝
え
な
い
と
！
」
と
い

う
気
持
ち
が
先
走
っ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
改
め
て
反
省
し
た
。

「
身

体
の

中
で

起
こ

っ
て

い
る

こ
と

は
全

部
繋

が
っ

て
い

る
」

と
い

う
代

謝
の

視

点
で

読
み

取
る

こ
と

、
住

民
の

事
例

で
勉

強
を

さ
せ

て
も

ら
え

た
こ

と
へ

の
感

謝

を
伝

え
る

こ
と

、
他

に
も

多
く

の
学

び
が

あ
り

、
色

々
な

学
習

会
で

講
師

の
話

を

お
聞

き
す

る
度

に
保

健
指

導
っ

て
住

民
と

の
キ

ャ
ッ

チ
ボ

ー
ル

で
、

住
民

自
身

が

気
づ

い
て

自
己

選
択

す
る

と
い

う
流

れ
が

本
当

に
興

味
深

く
、

楽
し

く
イ

メ
ー

ジ

で
き

て
い

る
。

そ
し

て
講

師
に

同
行

し
た

職
員

か
ら

は
「

気
づ

き
の

中
か

ら
住

民

さ
ん

が
目

標
設

定
し

て
い

た
！

」
「

講
師

の
保

健
指

導
は

会
話

で
し

た
！

」
「

住
民

さ
ん

か
ら

自
分

の
身

体
を

守
ろ

う
と

い
う

意
識

が
生

ま
れ

て
い

た
！

」
と

生
の

声

を
聞
け
、
机
上
の
学
習
で
は
経
験
が
で
き
な
い
貴
重
な
気
づ
き
だ
っ
た
。
 

（
保
健
指
導
同
行
者
）

訪
問

に
同

行
さ

せ
て

い
た

だ
い

て
一

番
驚

い
た

こ
と

は
、

住
民

の
方

が
自

分
自

身
の

体
に

興
味

を
持

ち
、

体
の

仕
組

み
を

理
解

す
る

こ
と

で
自

ら
目

標
を

立
て

て

行
動
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

自
分

自
身

の
指

導
を

振
り

返
る

と
、

健
診

結
果

の
中

で
改

善
し

て
ほ

し
い

項
目

や
生

活
習

慣
を

伝
え

て
こ

ち
ら

か
ら

目
標

を
設

定
し

、
行

動
を

強
要

す
る

よ
う

な

上
か
ら
目
線
の
指
導
だ
っ
た
と
感
じ
た
。

こ
れ

か
ら

は
ど

う
改

善
し

て
も

ら
う

か
で

は
な

く
、

ど
の

よ
う

に
伝

え
る

と
自

分
の

身
体

状
態

を
理

解
し

て
も

ら
え

る
か

と
い

う
視

点
で

指
導

に
取

り
組

ん
で

い

き
た
い
と
思
う
。

市
町

国
保

A
 

（
事
例
検
討
会
出
席
者
）

今
回

の
学

習
会

に
参

加
し

、
指

導
を

す
る

際
に

一
連

の
流

れ
に

沿
っ

て
説

明
を

す
る

こ
と

で
イ

メ
ー

ジ
も

し
や

す
く

ど
う

改
善

し
て

い
く

べ
き

な
の

か
対

象
者

自

身
が

気
づ

き
や

す
い

と
学

ぶ
こ

と
が

で
き

た
。

行
動

変
容

を
す

る
か

は
対

象
者

自

身
に

任
せ

、
私

達
は

情
報

提
供

と
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

い
行

動
へ

繋
が

る
よ

う
促

す

こ
と

が
役

割
で

あ
り

、
そ

の
た

め
に

も
対

象
者

に
と

っ
て

聞
き

た
い

情
報

に
答

え

る
べ
く
、
身
体
・
薬
・
食
事
等
深
く
学
習
す
る
必
要
で
あ
る
と
再
認
識
し
ま
し
た
。
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（
事
例
検
討
会
出
席
者
）

事
前
の
読
み
取

り
は
、
健
診

項
目
か
ら
メ

カ
ニ
ズ
ム
を

考

え
る
だ
け
で
は

な
く
、
な
ぜ

そ
う
な
っ
た

の
か
と
い
う

背
景

も
考
慮
す
べ
き

こ
と
を
学
ん

だ
。
ま
た
、

過
去
の
健
診

デ
ー

タ
に
そ
の
人
の

目
標
値
が
あ

る
と
い
う
こ

と
も
お
っ
し

ゃ
っ

て
い
た
た
め
、

昨
年
の
デ
ー

タ
だ
け
で
な

く
数
年
前
は

ど
う

だ
っ
た
か
、

10
年
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
ま
で
遡

っ
て
比
較
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
感
じ
た
。

自
分
な
ら
ど
う

指
導
す
る
か

と
考
え
た
時

に
、
ま
ず
は

血

糖
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
と
体
重
に

ポ
イ
ン
ト
を

絞
る
だ
ろ
う

と
考

え
て
い
た
が
、

講
師
は
そ
の

先
の
腎
臓
か

ら
入
る
、
と

い
う

考
え
を
お
持
ち

だ
っ
た
た
め

「
な
る
ほ
ど

な
」
と
思
い

、
内

容
に
関
し
て
も

納
得
で
き
る

も
の
で
あ
っ

た
た
め
非
常

に
参

考
に
な
っ
た
。

前
職
の
臨
床
現
場
で
の
栄
養
・
食
事
指
導
の
経
験
の
影
響

で
、
ど
う
し
て
も
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
簡
潔
終
え
、
す
ぐ
に
食
事

や
栄
養
に
つ
い
て
の
説
明
を
す
る
こ
と
が
定
着
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
私
の
課
題
だ
と
考
え
る
。
や
は
り
か
ら
だ
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
で
住
民
の
理
解
に
繋

が
り
、
「
変
わ
ろ
う
」
と
い
う
意
識
の
変
化
・
選
択
へ
と
導

く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
学
ん
だ
た
め
、
時
間
は
か
か
り
そ

う
だ
が
傷
病
者
が
対
象
の
「
栄
養
・
食
事
指
導
」
の
や
り
方

か
ら
地
域
住
民
が
対
象
の
「
保
健
指
導
」
の
や
り
方
に
自
分

の
意
識
や
技
法
を
変
え
ら
れ
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

（
保
健
指
導
同
行
者
）
 

講
師
が
実
際
に
保
健
指
導
さ
れ
る
様
子
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
聞
き
、
住
民
の
方
の
声
に
も
耳
を
傾
け
つ
つ
、
保
健
指
導
の
目
的
は
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
本
題
に
入
っ
て

い
っ
た
の
が
印

象
的
だ
っ
た
。
ま
た
、
栄
養
士
と
保
健
師
の
役
割
に
つ
い
て
区
別
し
つ
つ
も
、
食
の
指
導
を
す
る
技
術
が
必
要
だ
と
感
じ
た
。
現
実
的
に
生
活
で
何
が
改
善
で
き
る
か

と
い
う
こ
と
も
数

字
で
伝
え
ら
れ
る
と
と
て
も
分
か
り
や
す
い
と
思
っ
た
の
で
、
代
謝
や
疾
患
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
加
え
、
効
果
的
な
食
事
療
法
と
運
動
療
法
を
紹
介
で
き
る
よ
う
に
な
り

た
い
と
思
っ
た
。

指
導
後
の
振
り
返
り
の
場
で
は
、
糖
の
消
費
の
流
れ
に
つ
い
て
私
た
ち
の
素
朴
な
疑
問
に
分
か
り
や
す
く
答
え
な
が
ら
説
明
し
て
頂
き
、
腑
に
落
ち
る
よ
う
に
学
べ
た

こ
と
が
嬉
し
か

っ
た
。
ど
ん
な
些
細
な
質
問
に
対
し
て
も
分
か
り
や
す
く
答
え
て
頂
け
た
こ
と
が
本
当
に
あ
り
が
た
か
っ
た
。

今
後
も
、
住
民
の
方
に
問
題
意
識
と
解
決
意
識
を
持
つ
よ
う
な
き
っ
か
け
作
り
が
で
き
る
よ
う
な
保
健
指
導
を
目
指
し
て
学
習
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。市

町
国

保
B

 

3



市
町

国
保

C
 

（
保
健
指
導
同
行
者
）

何
年

も
保

健
指

導
を

し
て

い
る

対
象

者
で

あ
っ

た
た

め
、

基
本

的
な

こ
と

は
伝

わ
っ

て
い

る
も

の
と

考
え

て
指

導
し

て
い

た
が

、
講

師
の

保
健

指
導

を

見
聞

き
し

て
対

象
者

の
反

応
を

見
た

時
、

伝
わ

っ
て

い
な

い
こ

と
の

方
が

多

か
っ
た
の
だ
な
と
思
っ
た
。
 

ま
た
、
資
料
を
使
っ
て
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
白
い
紙
に
説
明
し
た
こ
と

を
記
入
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
方
法
だ
と
指
導
さ
れ
た
対
象
者
も
、
あ
と
で
見

返
す
こ
と
が
で
き
て
と
て
も
よ
い
と
思
っ
た
。
 

今
後
、
指
導
す
る
際
は
、
ポ
イ
ン
ト
だ
け
で
も
記
入
し
て
残
し
て
く
る
方
法

（
自
分
の
分
、
記
録
は
写
真
を
撮
る
）
も
よ
い
と
思
い
、
自
分
で
も
気
を
付
け

て
い
る
が
、
指
導
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
は
な
く
、
聞
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
ス

タ
ン
ス
で
話
を
し
て
い
た
の
で
、
自
分
で
も
続
け
て
い
き
た
い
。

学
習

会
等

で
学

ん
だ

新
し

い
知

識
を

伝
え

る
こ

と
も

大
事

だ
と

感
じ

た
の

で
、
学
習
会
等
へ
も
積
極
的
に
参
加
し
た
い
。

（
保
健
指
導
同
行
者
）

講
師
の
保
健
指
導
を
み
て
、「

ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
伝
え
る
」「

住
民
の
反
応

を
み
て
、
伝
え
方
を
変
え
る
」
こ
と
が
重
要
だ
と
改
め
て
分
か
り
ま
し
た
。
住

民
の
発
言
や
表
情
を
み
て
、「

こ
こ
ま
で
大
丈
夫
で
す
か
？
わ
か
ら
な
い
こ
と

は
な
か
っ
た
で
す
か
？
」
と
ク
ッ
シ
ョ
ン
を
挟
む
こ
と
で
、
住
民
の
ペ
ー
ス
や

個
別
性
に
寄
り
添
っ
た
保
健
指
導
に
つ
な
が
る
と
感
じ
た
。
 

ま
た
、
講
師
は
必
ず
、「

大
丈
夫
で
す
よ
」
と
希
望
が
あ
る
声
か
け
、
保
健

指
導
を
実
践
さ
れ
て
い
る
と
分
か
り
、「

保
健
指
導
を
受
け
る
＝
い
や
な
こ
と

を
言

わ
れ

る
」

と
い

う
イ

メ
ー

ジ
を

少
し

で
も

変
え

て
い

く
こ

と
が

で
き

れ

ば
と
思
う
。
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